
 
佐
賀
県
訓
令
甲
第
一
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

本 
 

 
 

 
 

庁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

現

地

機

関 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

労
働
委
員
会
事
務
局 

 

佐
賀
県
本
庁
決
裁
等
規
程
（
平
成
十
六
年
佐
賀
県
訓
令
甲
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
佐
賀
県
知
事 

 

古 
 

川 
 

 
 

 

康 
 

 
 

 

第
四
条
第
三
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

十
五 

副
課
長
（
組
織
規
則
第
二
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
置
か
れ
た
者
に
限
る
。
） 

 

第
四
条
第
五
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で

を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。 

 

第
十
条
第
七
項
中
「
課
長
（
」
の
下
に
「
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
被
災
者
の
受

け
入
れ
支
援
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
当
該
事
務
を
担
当
す
る
副
本
部
長
が
組
織
規
則
第

二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
た
副
課
長
の
う
ち
か
ら
指
名
す
る
者
、
」
を
加
え
、

同
条
第
十
五
項
中
「
経
営
支
援
本
部
長
が
経
営
支
援
本
部
」
を
「
農
林
水
産
商
工
本
部
長
が

農
林
水
産
商
工
本
部
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
二
条
中
第
四
項
を
削
り
、
第
五
項
を
第
四
項
と
し
、
第
六
項
か
ら
第
九
項
ま
で
を
一

項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。 

 

別
表
第
一
の
旅
行
命
令
に
関
す
る
事
務
の
項
の
事
務
委
任
先
の
欄
中「

副
本

部
長

、
総

括

政
策

監
」

を「
副

本
部

長
」

に
改
め
、「特

定
政

策
組

織
（

」
の
次
に
「統

括
本

部
に

お
け

る

組
織

規
則

第
2
5
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
置

か
れ

た
職

に
あ

る
者

か
ら

な
る

組
織

、

」
を
加

え
、
「組
織

規
則

第
2
5
条

第
１

項

」
を「

同
項

の
規

定
に

よ
り

置
か

れ
た

職
に

あ
る

者
か

ら

な
る

組
織

、
国

際
戦

略
推

進
監

及
び

同
項

」

に
改
め
、
同
表
の
年
次
休
暇
等
の
願
の
処
理
に

1



関
す
る
事
務
の
項
の
事
務
委
任
先
の
欄
中「

副
本

部
長

、
総

括
政

策
監

」

を
「副

本
部

長

」

に
改
め
、
同
表
の
週
休
日
の
振
替
に
関
す
る
事
務
の
項
の
事
務
委
任
先
の
欄
中「

副
知

事
、
」

を
削
り
、「

副
本

部
長

、
総

括
政

策
監

」

を「
副

本
部

長
」

に
改
め
、
同
表
の
時
間
外
勤
務
代

休
時
間
の
指
定
に
関
す
る
事
務
の
項
の
事
務
委
任
先
の
欄
中「

、
総

括
政

策
監

」

を
削
り
、

同
表
の
休
日
の
代
休
日
の
指
定
に
関
す
る
事
務
の
項
の
事
務
委
任
先
の
欄
中「

副
知

事
、
」

を

削
り
、「

副
本

部
長

、
総

括
政

策
監

」

を「
副

本
部

長
」

に
改
め
、
同
表
の
宿
日
直
勤
務
の
命

令
に
関
す
る
事
務
の
項
の
事
務
委
任
先
の
欄
中「

副
本

部
長

、
総

括
政

策
監

」

を「
副

本
部

長
」

に
改
め
る
。 

 

別
表
第
三
の
統
括
本
部
の
文
化
行
政
に
関
す
る
事
務
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

別
表
第
三
の
情
報
課
の
地
域
情
報
化
に
係
る
施
策
の
企
画
、
調
整
及
び
推
進
に
関
す
る
事

務
の
項
の
本
部
長
専
決
事
務
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

   

 

別
表
第
三
の
情
報
課
の
行
政
情
報
化
に
係
る
施
策
の
企
画
、
調
整
及
び
推
進
に
関
す
る
事

務
の
項
の
本
部
長
専
決
事
務
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

  

統
括

本
部

 
東

北
地

方
太

平
洋

沖
地

震
に

よ
る

被

災
者

の
受

け
入

れ

支
援

に
関

す
る

事

務
 

東
北

地
方

太
平

洋

沖
地

震
に

よ
る

被

災
者

の
受

け
入

れ

支
援

の
方

針
を

決

定
す

る
こ

と
 

１
 

東
北

地
方

太

平
洋

沖
地

震
に

よ
る

被
災

者
の

受
け

入
れ

支
援

の
総

合
調

整
に

関
す

る
こ

と
 

２
 

東
北

地
方

太

平
洋

沖
地

震
に

よ
る

被
災

者
の

受
け

入
れ

支
援

の
事

務
処

理
に

関
す

る
こ

と
 

 

地
域

情
報

化
に

関

す
る

基
本

方
針

及

び
総

合
調

整
に

関

す
る

こ
と

 

行
政

情
報

化
に

関

す
る

基
本

方
針

及

び
総

合
調

整
に

関

す
る

こ
と

 

2



 
別
表
第
三
の
生
活
衛
生
課
の
そ
の
他
の
生
活
及
び
環
境
の
衛
生
に
関
す
る
事
務
の
項
の
次

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

別
表
第
三
の
新
産
業
課
の
工
業
振
興
施
策
に
関
す
る
事
務
の
項
か
ら
新
産
業
課
の
佐
賀
県

地
域
産
業
支
援
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
事
務
の
項
ま
で
を
削
り
、
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
産
業
振
興
課

の
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
関
連
産
業
の
研
究
開
発
支
援
及
び
集
積
に
関
す
る
事
務
の
項
中「

新
エ

ネ
 

国
際

交
流

課
 

国
際

交
流

に
関

す

る
事

務
 

 
職

員
の

海
外

派
遣

研
修

に
関

す
る

こ

と
 

1
 

海
外

の
交

流
地

域
等

と
の

交
流

事
業

に
関

す
る

こ
と

 

2
 

在
外

県
人

会
と

の
連

絡
調

整
及

び
支

援
に

関
す

る
こ

と
 

3
 

県
民

の
国

際
理

解
の

推
進

に
関

す
る

こ
と

 

4
 

外
国

青
年

招
致

事
業

に
関

す
る

こ
と

 

5
 

在
住

外
国

人
の

支
援

に
関

す
る

こ
と

 

6
 

財
団

法
人

佐
賀

県
国

際
交

流
協

会
（

平
成

2
年

2

月
7

日
に

財
団

法
人

佐
賀

県
国

際
交

流
協

会
と

い
う

名
称

で
設

立
さ

れ
た

法
人

を
い

う
。
）

と
の

連
絡

調
整

及
び

支
援

に
関

す
る

こ
と

 

国
際

交
流

課
 

国
際

協
力

に
関

す

る
事

務
 

 
 

1
 

研
修

員
等

の
受

入
れ

に
関

す
る

こ
と

 

2
 

海
外

の
交

流
地

域
等

へ
の

協
力

に
関

す
る

こ
と

 

国
際

交
流

課
 

一
般

旅
券

の
発

給

に
関

す
る

事
務

 

 
 

一
般

旅
券

の
発

給

申
請

に
係

る
審

査

並
び

に
作

成
及

び

交
付

に
関

す
る

こ

と
 

3



ル
ギ

ー
産

業
振

興
課

」

を「
新

エ
ネ

ル
ギ

ー
・

産
業

振
興

課
」

に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。 

新
エ

ネ
ル

ギ
ー
・
産

業
振

興
課

 

工
業

振
興

施
策

に

関
す

る
事

務
 

 
工

業
振

興
施

策
に

係
る

実
施

方
針

及

び
実

施
計

画
に

関

す
る

こ
と

 

工
業

振
興

施
策

の

実
施

に
関

す
る

こ

と
 

新
エ

ネ
ル

ギ
ー
・
産

業
振

興
課

 

新
産

業
の

創
造

及

び
起

業
化

支
援

に

関
す

る
事

務
 

 
中

小
企

業
の

新
た

な
事

業
活

動
の

促

進
に

関
す

る
法

律

に
基

づ
く

事
業

環

境
整

備
構

想
の

策

定
に

関
す

る
こ

と
 

新
産

業
の

創
造

及

び
起

業
化

支
援

に

係
る

事
務

を
処

理

す
る

こ
と

 

新
エ

ネ
ル

ギ
ー
・
産

業
振

興
課

 

中
小

企
業

の
経

営

革
新

に
関

す
る

事

務
 

 
 

1
 

中
小

企
業

の

新
た

な
事

業
活

動
の

促
進

に
関

す
る

法
律

に
基

づ
く

経
営

革
新

計
画

の
承

認
、
変

更
承

認
及

び
承

認
の

取
消

し
に

関
す

る
こ

と
 

2
 

そ
の

他
法

に

基
づ

く
経

営
革

新
に

係
る

事
務

に
関

す
る

こ
と

 

新
エ

ネ
ル

ギ
ー
・
産

業
振

興
課

 

産
業

の
情

報
化

の

推
進

及
び

情
報

産

業
の

振
興

に
関

す

る
事

務
 

 
 

産
業

の
情

報
化

及

び
情

報
産

業
の

振

興
に

係
る

事
務

を

処
理

す
る

こ
と

 

新
エ

ネ
ル

ギ
ー
・
産

業
振

興
課

 

工
業

技
術

の
振

興

に
関

す
る

事
務

 

 
 

工
業

技
術

の
振

興

に
係

る
事

務
を

処

理
す

る
こ

と
 

新
エ

ネ
ル

ギ
ー
・
産

業
振

興
課

 

産
業

デ
ザ

イ
ン

の

振
興

に
関

す
る

事

務
 

 
 

産
業

デ
ザ

イ
ン

の

振
興

に
係

る
事

務

を
処

理
す

る
こ

と
 

新
エ

ネ
ル

ギ
ー
・
産

業
振

興
課

 

電
源

三
法

に
基

づ

く
交

付
金

事
業

に

関
す

る
事

務
 

1
 

電
源

三
法

に

基
づ

く
交

付
金

事
業

の
計

画
の

基
本

方
針

に
関

す
る

こ
と

 

2
 

原
子

力
発

電

施
設

等
立

地
地

域
の

振
興

に
関

す
る

特
別

措
置

法
に

基
づ

く
振

興
計

画
に

関
す

る
こ

と
 

1
 

電
源

三
法

に

基
づ

く
交

付
金

事
業

の
計

画
の

作
成

に
関

す
る

こ
と

 

2
 

原
子

力
発

電

施
設

等
立

地
地

域
の

振
興

計
画

案
の

作
成

及
び

変
更

に
関

す
る

こ
と

 

1
 

電
源

三
法

に

基
づ

く
交

付
金

事
業

の
指

導
に

関
す

る
こ

と
 

2
 

原
子

力
発

電

施
設

等
立

地
地

域
の

振
興

計
画

案
の

作
成

及
び

変
更

の
事

務
処

理
に

関
す

る
こ

と
 

新
エ

ネ
ル

ギ
ー
・
産

業
振

興
課

 

基
礎

科
学

及
び

科

学
技

術
の

振
興

に

関
す

る
事

務
 

基
礎

科
学

政
策

及

び
科

学
技

術
政

策

の
基

本
方

針
に

関

す
る

こ
と

 

基
礎

科
学

政
策

及

び
科

学
技

術
政

策

に
係

る
計

画
に

関

す
る

こ
と

 

基
礎

科
学

政
策

及

び
科

学
技

術
政

策

に
係

る
事

務
を

処

理
す

る
こ

と
 

4



 

別
表
第
三
の
雇
用
労
働
課
の
高
年
齢
者
の
雇
用
の
推
進
に
関
す
る
事
務
の
項
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。 

 

別
表
第
三
の
流
通
課
の
貿
易
に
関
す
る
事
務
の
項
を
削
り
、
同
表
の
流
通
課
の
県
産
品
の

流
通
対
策
に
関
す
る
事
務
の
項
の
事
務
の
種
類
の
欄
中
「事

務

」
の
次
に
「（

商
工

課
の

分
掌

す
る

事
務

に
関

す
る

部
分

を
除

く
。
）

」
を
加
え
、
同
表
の
商
工
課
の
伝
統
的
工
芸
品
産
業
の

振
興
に
関
す
る
事
務
の
項
の
事
務
の
種
類
の
欄
中
「産

業
の

振
興

」
を
削
り
、「事

務

」
の
次

に
「（

流
通

対
策

を
含

む
。
）

」
を
加
え
、
同
項
の
課
長
専
決
事
務
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

     

新
エ

ネ
ル

ギ
ー
・
産

業
振

興
課

 

新
領

域
の

情
報

収

集
及

び
広

報
啓

発

に
関

す
る

事
務

 

 
 

新
領

域
の

情
報

収

集
及

び
広

報
啓

発

に
関

す
る

こ
と

 

新
エ

ネ
ル

ギ
ー
・
産

業
振

興
課

 

中
小

企
業

の
経

営

支
援

に
関

す
る

事

務
 

 
 

1
 

中
小

企
業

の

経
営

に
関

す
る

情
報

の
収

集
及

び
提

供
に

関
す

る
こ

と
 

2
 

中
小

企
業

の

経
営

者
及

び
管

理
者

に
対

す
る

研
修

に
関

す
る

こ
と

 

新
エ

ネ
ル

ギ
ー
・
産

業
振

興
課

 

佐
賀

県
地

域
産

業

支
援

セ
ン

タ
ー

に

関
す

る
事

務
 

 
 

佐
賀

県
地

域
産

業

支
援

セ
ン

タ
ー

の

管
理

及
び

運
営

に

関
す

る
こ

と
 

新
エ

ネ
ル

ギ
ー
・
産

業
振

興
課

 

佐
賀

県
立

九
州

シ

ン
ク

ロ
ト

ロ
ン

光

研
究

セ
ン

タ
ー

に

関
す

る
事

務
 

 
 

佐
賀

県
立

九
州

シ

ン
ク

ロ
ト

ロ
ン

光

研
究

セ
ン

タ
ー

の

管
理

及
び

運
営

に

関
す

る
こ

と
 

雇
用

労
働

課
 

若
年

者
、

女
性

及

び
高

年
齢

者
の

雇

用
の

推
進

に
関

す

る
事

務
 

 
 

若
年

者
、

女
性

及

び
高

年
齢

者
の

雇

用
の

推
進

に
関

す

る
事

務
を

処
理

す

る
こ

と
 

1
 

伝
統

的
工

芸
品

産
地

の
指

導
育

成

に
関

す
る

こ
と

 

2
 

伝
統

的
工

芸
品

の
流

通
情

報
の

収

集
に

関
す

る
こ

と

3
 

伝
統

的
工

芸
品

の
販

路
開

拓
及

び

販
売

促
進

に
関

す

る
こ

と
 

5



 
別
表
第
三
の
商
工
課
の
特
定
商
業
集
積
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
関
す
る

事
務
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

別
表
第
三
の
農
山
漁
村
課
の
農
地
法
に
基
づ
く
許
可
等
に
関
す
る
事
務
の
項
の
本
部
長
専

決
事
務
の
欄
中
第
四
号
を
削
り
、
同
表
の
農
山
漁
村
課
の
農
地
等
の
利
用
調
整
に
関
す
る
事

務
の
項
の
課
長
専
決
事
務
の
欄
の
第
一
号
中「

土
地

管
理

情
報

収
集

分
析

調
査

等
」

を
削
り
、

同
表
の
水
資
源
対
策
課
の
水
資
源
開
発
計
画
に
関
す
る
事
務
の
項
及
び
水
資
源
対
策
課
の
河

川
開
発
事
業
に
関
す
る
事
務
の
項
中「

水
資

源
対

策
課

」

を「
河

川
砂

防
課

」

に
改
め
、
同

表
の
法
務
課
の
法
令
の
審
査
に
関
す
る
事
務
の
項
を
削
り
、
同
表
の
職
員
課
の
児
童
手
当
の

認
定
に
関
す
る
事
務
の
項
中「

児
童

手
当

」

の
次
に「

及
び

子
ど

も
手

当
」

を
加
え
、
同
表

の
職
員
課
の
赴
任
旅
費
の
承
認
に
関
す
る
事
務
の
項
を
削
り
、
同
表
の
市
町
村
課
の
市
町
そ

の
他
地
方
公
共
団
体
の
行
財
税
政
一
般
に
関
す
る
事
務
の
項
の
本
部
長
専
決
事
務
の
欄
の
第

三
号
中「

要
望

書
」

を「
説

明
書

」

に
改
め
、
同
項
の
同
欄
の
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。 

 
４

 
財

政
健

全
化

計
画

等
を

総
務

大
臣

に
報

告
す

る
こ

と
 

 

別
表
第
三
の
市
町
村
課
の
市
町
そ
の
他
地
方
公
共
団
体
の
行
財
税
政
一
般
に
関
す
る
事
務

の
項
の
本
部
長
専
決
事
務
の
欄
中
第
五
号
及
び
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
五
号
と
し
、

同
表
の
国
際
課
の
国
際
交
流
に
関
す
る
事
務
の
項
か
ら
国
際
課
の
一
般
旅
券
の
発
給
に
関
す

る
事
務
の
項
ま
で
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
佐
賀
県
文
書
規
程
の
一
部
改
正
） 

商
工

課
 

貿
易

に
関

す
る

事

務
 

 
 

貿
易

に
関

す
る

調

査
、

指
導

及
び

あ

っ
せ

ん
に

関
す

る

こ
と
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２ 

佐
賀
県
文
書
規
程
（
昭
和
五
十
五
年
佐
賀
県
訓
令
甲
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 
 

第
二
条
第
四
号
中
「
組
織
（
」
の
下
に
「
統
括
本
部
に
お
け
る
組
織
規
則
第
二
十
五
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
た
職
に
あ
る
者
か
ら
な
る
組
織
、
」
を
加
え
、
「
組
織
規
則

第
二
十
五
条
第
一
項
」
を
「
同
項
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
た
職
に
あ
る
者
か
ら
な
る
組
織
、

国
際
戦
略
推
進
監
及
び
同
項
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
二
十
二
条
中
「
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
管
理
技
術
監
専
決
事
項
」
を
削
る
。 

 

（
佐
賀
県
職
員
被
服
類
貸
与
規
程
の
一
部
改
正
） 

３ 

佐
賀
県
職
員
被
服
類
貸
与
規
程
（
昭
和
五
十
五
年
佐
賀
県
訓
令
甲
第
六
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

別
表
第
一
の
４
の
部
の
(3)
の
項
中
「希

望
の

家
に

勤
務

す
る

タ
イ

プ
又

は

」
を
削
る
。 

 

（
佐
賀
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
改
正
） 

４ 

佐
賀
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
（
平
成
元
年
佐
賀
県
訓
令
甲
第
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
条
第
三
号
中
「
セ
ン
タ
ー
」
の
下
に
「
、
統
括
本
部
に
お
け
る
組
織
規
則
第
二
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
た
職
に
あ
る
者
か
ら
な
る
組
織
」
を
加
え
、「
組
織
規

則
第
二
十
五
条
第
一
項
」
を
「
同
項
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
た
職
に
あ
る
者
か
ら
な
る
組

織
、
国
際
戦
略
推
進
監
及
び
同
項
」
に
改
め
る
。 

 

（
佐
賀
県
職
員
の
職
務
発
明
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
） 

５ 

佐
賀
県
職
員
の
職
務
発
明
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
年
佐
賀
県
訓
令
甲
第
八
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
条
第
二
号
中
「
セ
ン
タ
ー
」
の
下
に
「
、
統
括
本
部
に
お
け
る
組
織
規
則
第
二
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
た
職
に
あ
る
者
か
ら
な
る
組
織
」
を
加
え
、「
組
織
規

則
第
二
十
五
条
第
一
項
」
を
「
同
項
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
た
職
に
あ
る
者
か
ら
な
る
組

織
、
国
際
戦
略
推
進
監
及
び
同
項
」
に
改
め
る
。 
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